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 緊急事態宣言下の夏季休業日の部活動について（通知）  

 

再びの緊急事態宣言を受けて、各学校では市教育委員会からの令和３年７

月１２日発の通知（「緊急事態宣言の発令（４回目）を受けての今後の教育

活動について」）により、夏季休業日前の教育活動に取り組んでいただいて

いることと存じます。  

 さて、夏季休業中の部活動については、文部科学省初等中等教育局健康教

育・食育課からの事務連絡（令和３年７月９日）にあるとおり、一律に中止

とするわけではなく、感染症対策と部活動の両立を図る中で、生徒が安心し

て練習や大会等へ参加する機会を確保する必要があると示されております。 

 市教育委員会としては、この考え方を基本とし、市立中学校長会の意見も

踏まえた上で、下記のとおりといたしますので、この内容を教員に周知して

いただいた上で、生徒へのご指導方よろしくお願いします。  

 なお、本通知における対応策は、現時点のものであり、状況の変化により、

今後変更する可能性があることを予めご承知おきください。  

 

記  

 

１  夏季休業中の部活動について  

(1) 部活動実施にあたっての条件   

・  平日の活動は、準備片付け等も含めて３時間以内とすること  

・  平日週１日以上の休息日を設けること  

・  土日の練習は実施をしないこと  

・ 公式戦の参加、練習試合の実施は可とするが、その場合、移動等も含

めて４時間程度とすること（できる限り短時間とし、寄り道などはしな

い）  

・  その他、部活動ガイドラインに準じて実施すること  

(2) その他  

 ・ 小学校においても、教員の指導の下で放課後や土日に活動を行うクラ

ブ活動については、同様とする  

・  部活動終了後は友達同士の会話などを控え、速やかに帰宅すること   



・  部活動の実施にあたっては、保護者の同意書を得ること  

 ・  感染対策では、下記の資料を参考にすること  

   国  文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課   

「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言  

等を踏まえた小学校、中学校及び高等学校等における新型コロナ  

ウイルス感染症への対応に関する留意事項について」  

     別紙１  部活動の「感染症対策を講じてもなお感染リスクが高  

        い活動」の制限等について  

   都  緊急事態宣言下における都立学校の部活動について  

 

以  上  

 

【連絡先】青梅市教育委員会指導室  
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